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こども宅食応援団は「様々な事情でSOSをあげられず、地域の支援が届きにくい子育て家庭とどうつながり、支えていくか？」という課題

の解決を目指して、「定期的な食支援をきっかけに子育て家庭とつながり、関係を作りながら次の支援につなげていく「こども宅食」事業の

全国普及に取り組んでいます。

2017年に東京都文京区で始まった「こども宅食」を皮切りにして、以前から同じ課題意識を持って活動している団体の活動が注目された

り、地域で新しく事業を立ち上げるといった事例が徐々に増えていきました。

2020年には、コロナ禍での休園、休校、緊急事態宣言による飲食店の短縮営業による売上減、失職など、家庭に大きな負荷がかかる一方

で、こども食堂をはじめとした地域の居場所事業の活動を停止することが余儀なくされ、地域の見守りが機能しづらくなり、これまで以上に

家庭が孤立し、支援が届きにくい状況が続きました。そうした状況を打破するために、各地でこども宅食の実施事例は急増、国の第二次補正

予算の「支援対象児童等見守り強化事業」のなかにこども宅食が施策の一つとして取り上げられるまでに至りました。

実施事例は増える一方で、食品は寄附か購入か、相談員がいるか、連携する機関はどこか、など地域や団体によって事業の枠組みややり方

は異なり、全国に一つとして同じ事業はないというのが現状です。そうした中で、こども応援団が現地視察やヒアリングだけで各地の実態を

把握することが難しくなってきました。

また、本事業をさらに全国に広げていくために、そして家庭を支える力のある事業に育てていくためには、全国の事業実態や課題を可視化

し実態を把握し、実態に合わせて予算や制度をもっと使いやすくする提案を国や自治体に届けていくことが必要です。こども宅食事業の重要

な機能の一つである「家庭との関係構築」や「支援機関へのつなぎ」など、現場で生み出されている様々な工夫やノウハウ、取り組みに関す

る情報を集め、全国の実施団体間で共有していくことも今後重要になっていくとも考えています。

こうした状況を踏まえ、こども宅食応援団では全国初となるこども宅食の実施団体の実態調査を実施いたしました。その結果、実施団体の

みなさんがどのような形で事業を推進しているか、どんな課題を抱えているか、どんな支援を必要としているかを可視化することができまし

た。この調査結果をエビデンスとして、国や自治体への制度改善提案につなげていくとともに、こども宅食応援団が今実施団体のみなさんに

提供していく支援メニューの開発にも活用していきます。

印象や主観的評価ではなく客観的なエビデンスを、机の上の議論ではなく現場の声というファクトをもとに、親子のつらいが見逃されるこ

とのない社会を目指して、こども宅食応援団は今後も活動を推進していきます。



自宅に直接食品を届けるので、支援を受けていることを周囲に知られたくな

い家庭とつながることができる。また、仕事と家事で多忙な世帯や、コロナ

で外出が難しい世帯にとっても宅配型は利用しやすい。

メールやLINEでの連絡や配送時の受け渡しを通じて、利用家庭と定期的な接

点を持つことができる。定期的なやり取りを通じて、相談ができる関係性を

つくることができる。

定期的に接点を持ち、関係性を深めていくことで、より多くの情報を得やす

くなる。必要な情報を集めることで、家庭の変化や問題の予兆に気づき、支

援につないでいく。
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● 貧しい、生活が苦しいというのは周りに知られたくなくて…

● 病気なのに、なんでこどもを産んだのって言われそうでいや。

● 難病で恥ずかしい病気だから知られたくないんです。かっこ悪い。

この辺の民間の支援団体につなぐとかしないでください。

● 保育園のママ友が区役所で働いていて、自分の状況を知られるのが怖い。

● 昔、支援を受けたときに嫌な思いをしたことがあって…

できるだけ関わりたくないんです。

● 相談に行きたくても、ガソリン代や駐車場代を出すお金の余裕がないんです。

● 仕事を掛け持ちしながら子育て。夜遅くに帰ってきて、平日に窓口に行く余裕なんかない。

4※個人の特定を避けるため、主旨が変わらない範囲で一部改変を加えています



相談したいけど
家族に反対される

支援を受けるのは
恥ずかしい…

困っていることを
人に知られたくない

相談窓口に行く
余裕がない

日本語や漢字読み
書きがニガテ…

役所が嫌い！

どうしていいか
わからない

困っていることを
人に知られたくない



孤独感の

低減

安心感の

醸成

対面／非対面

の声がけ

簡素な

情報入力

家庭への

配慮

食品の

無償提供

間口の広い

申込み条件

LINEでの

申込み
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支援とつながりにくい家庭とつながるためのきっかけづくり、つながった後に家庭と信頼関係を築いていくためのコミュ

ニケーション、多様な課題、事情を抱える家庭への様々な配慮など、実施団体の方々は個別性の高い家庭を向き合い、

日々現場で工夫をしながら事業を推進されています。



農家
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フードバンク

企業

倉庫

受入日時や個数、

賞味期限などを管理

食品によっては温度管理も必要

事業者が

取りに行く

ボランティアが

食品の梱包を実施

配送業者または

ボランティアが配送

配送日を

事前に連絡
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本調査では、以下の4点を明らかにすることを目的として調査を実施する。
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本調査の目的

調査概要

4
実施団体は事業を実施する上でどのようなことを課題と感じているか？

実施団体はどのような活動支援を求めているか？

1
現在、全国のどの地域でこども宅食事業が実施されているのか？

どのような団体、座組み、規模で地域でこども宅食事業を実施しているのか？

2
実施団体はどのように事業を運営、推進しているのか？

こども宅食事業として具体的にどのような活動をしているのか？

3 事業として、どのような成果を出すことができているのか？



今回の調査では、食品配送、アウトリーチ、ソーシャルワークの3つをロジックモデルの構成要素として考え、

各種設問を設計し、調査を実施した。
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本調査の骨子

調査概要

資源の投入 (インプット) 活動 活動の結果 (アウトプット) 成果 (アウトカム)

ヒト

モノ

カネ

アウトリーチ 関係性構築 受援ハードルの低下

食品配送 配送世帯数・量 QOLの向上

ソーシャルワーク 相談支援 支援による変化

回答者：実施団体 回答者：利用家庭

どれくらいの資源を投入して
運営しているか？

事業としてどのような
活動をしたか？

活動によってどのような
結果を出しているか？

利用家庭にどのような
成果を出すことができたか？

※ロジックモデルの考え方については、日本財団「ロジックモデルの作り方」等を参照ください。

今回の調査対象

https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/01/gra_pro_soc_gui_03.pdf


調査概要
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アンケート調査の実施内容

実施日時 2021年3月8日～3月22日

実施方法 Questant（マクロミル）を利用したWebアンケート

実施者 こども宅食応援団、認定NPO法人フローレンス

対象者
現在、こども宅食事業を実施している全国の民間団体・自治体の事務局
※国の「支援対象児童等見守り強化事業」で
こども宅食型（お弁当配送型含む）の事業をしている団体を含む

回収率 70.7％ （発信者数：82団体、回答者数：60団体、有効回答数:58団体）
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1

NPOや任意団体が事業推進団体を担っている事業が半数を超えている。

社会福祉法人が中心となっている事業も多い。

こども宅食以外にも地域で子育て支援関連事業を実施している団体が多い。

9割の団体が支援のつなぎ先として自治体の子育て事業担当と連携している。

約半数が、社協や子育て事業以外の行政窓口ともつながっている。

こども宅食の事業実施に必要な食品は年間で247トン。

年間事業費としては、9.3億円が必要となっている。

少なくとも全国27地域で実施されている（都道府県のカバー率は57％）

特に九州は同一地域内での実施数が多い。
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2
食品を確保するために購入を実施しているが7割以上。フードバンクや企業へ
の営業、メディアによる広報などの活動を組み合わせて食品を集めている。

多くの団体では、配送は実施団体の職員やボランティアが実施している。
配送業者に依頼しているのは、全体の1割程度。

さまざまな課題や事情を抱える利用家庭に対して、申し込みや利用に対する心
理的、物理的なハードルを下げる、コミュニケーションを通じて信頼関係を築い
ていくために、現場ではさまざまな配慮や工夫が実施されている。

ほとんど全ての団体が、配送時の手渡し以外にも電話やLINEを使い、対面と
非対面の両方の接点を活用して、利用家庭とコミュニケーションをとっている。

行政や支援機関を通じて、利用家庭に直接的なアプローチができているのは
全体の6割程度。3割程度の団体がWebやチラシなどでも周知している。
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3

こども宅食の利用家庭

6,399世帯

要対協の対象となる
要支援児童、要支援児童

624世帯

1家庭あたり、1回の配送量

平均7,4kg

LINEなどのメッセージアプリで
直接つながっている世帯

4,455世帯

適切な専門的支援、
支援先につないだ世帯

834世帯

行政や支援機関が課題や状況を
把握できていなかった世帯、
既存の行政の支援が届いていなかった世帯

1,268世帯
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4

事業課題として、安定的な財源がないこと、財源があっても金額が足りないことを挙げる団体が多いことがわかりまし

た。また、こども宅食事業の財源としては「要支援児童等見守り強化事業」が使えますが、今回調査した実施団体の

中で予算を使えているのが半数以下となっています。資金に対するニーズが強い中で、予算があるにも関わらず、現

場で活用しきれていない実態が明らかとなりました。

事業を安定的に実施するための財源がない／財源として使えない。

自治体や地域の支援団体との連携が十分にできていない／調整に時間がかかる

要対協と連携できている、関係がある団体は3割程度であり、半数近くは要対協以外の会議体で情報交換をしていま

す。一方で、地域で情報共有するための会議体に参加したことのない団体が3割を超えています。また、事業の周知

に関しても自治体から直接家庭に周知ができているのは6割程度となっており、連携は限定的です。情報共有や事業

推進において、自治体や地域の支援団体とどのような形で連携していくかが課題となっていることがわかりました。
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4

（「非常に重要である」「重要である」を選んだ団体の割合）

今後、どのような活動があると事業が進めやすいか、こども宅食応援団へのご要望、ご期待について教えて下さい。

食料の安定確保に向けた仕組みづくり

国や厚労省への制度改善に向けた提案

全国の事業実施事例の情報提供
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全国の実施団体
自治体

国 制度を設計する、変える、周知する、新しい制度を作る

事業を立ち上げる、運営する、改善に向けた試行錯誤をする

現場の課題を解決するための支援メニューを開発、提供する
先行事業のノウハウ集、研究や調査、食品・物資・資金の提供

実施団体同士が連携できるような実施団体間ネットワークを構築する
勉強会・研修の実施、こども宅食サミット等イベントでの連携強化

現場の意見を踏まえた制度改善のためのロビイングを実施する
現場では解決困難な課題の可視化、予算や制度の使い勝手の改善、新制度の提案
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調査で「全国の事業実施事例の情報提供」の支援ニーズが高かったのは、現状、他の地域のノウハウや工夫を学ぶ機会やつ

ながりがなく、事業立ち上げ・運営が個々の自治体・民間団体の自助努力に委ねられているためです。今後、全国の実施者の

ネットワークの構築を拡大しながら、事例や訪問員研修など、事業に関わるノウハウを相互に共有できる場を作っていきます。

国の実施者にとってより使いやすい制度ができるよう、全国の事業の実態や課題、事業により生まれたご利用家庭の変化など

事業の成果を調査等でエビデンスにしてまとめ、厚生労働省やこども宅食議連に共有していきます。

こども宅食に必要な食品や日用品を寄付などでコストをかけずに入手できるかは、地域・団体ごとの差が大きいため、これらの

物品をこども宅食応援団として集約的に募集し、賛同する企業の寄付を全国各地の団体へつなぐプラットフォームの構築を進

めます。また、こども宅食実施団体への政府備蓄米の無償提供を農水省と推進していきます。
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資源の投入 (インプット) 活動 活動の結果 (アウトプット) 成果 (アウトカム)

ヒト

モノ

カネ

アウトリーチ 関係性構築 受援ハードルの低下

食品配送 配送世帯数・量 QOLの向上

ソーシャルワーク 相談支援 支援による変化

回答者：実施団体 回答者：利用家庭

どれくらいの資源を投入して
運営しているか？

事業としてどのような
活動をしたか？

活動によってどのような
結果を出しているか？

利用家庭にどのような
成果を出すことができたか？



現在、こども宅食事業は27地域で実施されており、都道府県のカバー率は57％となっている。

特に九州では同一地域内での実施数が多い。

24

事業実施地域

集計結果

今回の調査の回答した実施団体とこども宅食を実施している地域

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

回答団体数 58
実施地域数 27

57%都道府県の
カバー率



NPOや任意団体が事業推進団体を担っている事業が62％であり、半数を超えている。

社会福祉法人が中心となっている事業も多い（27.6％）。
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実施団体の属性

集計結果

現在、こども宅食事業を推進している団体の種類について、あてはまるものをお選びください
（事務局を担当している、など主体的に事業を進めている団体をお選びください）

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

39.7 

27.6 

22.4 

3.4 

3.4 

1.7 

1.7 

非営利の民間団体

社会福祉法人

任意団体（法人格無し）

自治体

その他

営利の民間団体（企業）

複数の団体の連名（コンソーシアムなど）

62.1%

（％）



25.9 

32.8 

27.6 

13.8 

半年未満 半年から1年未満 1年から3年未満 3年以上

事業実施1年未満の団体が58.7％で半数以上を占めている。

3年以上事業を実施している団体も13.8%存在している。
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事業実施期間

集計結果

こども宅食事業を開始してからの年数について、あてはまるものをお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

58.7%

（％）



フードバンク・パントリーや食支援以外の居場所事業など、こども宅食以外にも、地域で事業を実施している

団体が多い。
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こども宅食以外に実施している事業

集計結果

現在、こども宅食以外にどのような事業を実施していますか。あてはまるものをすべて選んでください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

53.4 

50.0 

43.1 

50.0 

36.2 

43.1 

27.6 

27.6 

6.9 

17.2 

19.0 

3.4 

3.4 

3.4 

10.3 

0.0 

12.1 

5.2 

15.5 

10.3 

20.7 

5.2 

1.7 

8.6 

フードバンク・パントリー

子育てサロン・交流会など食支援以外の居場所事業

家庭の就労・家計に関する相談、支援業務

学用品、制服などのレンタルや譲渡

離婚・養育費・DVなどに関する相談、支援業務

こども食堂

子育て事業以外の行政窓口・福祉事業（生活困窮・障害など）

無料・低額での学習塾など学習支援

市町村の子ども子育て13事業

ホームスタート・ホームビジット（傾聴などを行う家庭訪問）

不登校・ひきこもり児童支援・フリースクール

学童・放課後児童クラブ

自主事業として実施 行政の受託授業として実施 実施していない

（％）



９割の団体が、自治体の子育て事業担当を支援のつなぎ先にしている。

次いで、社協や子育て事業以外の行政窓口となっている。

28

支援のつなぎ先との連携体制

集計結果

こども宅食事業を実施する中で、利用家庭に対して何らかの支援が必要になった場合の
つなぎ先になっている団体として、あてはまるものをすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

91.4 

65.5 

60.3 

44.8 

41.4 

37.9 

34.5 

29.3 

20.7 

10.3 

1.7 

市町村の子育て事業担当課

社会福祉協議会

子育て事業以外の行政窓口・福祉事業（生活困窮・障害など）

学校（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど）

地縁組織（自治会、町内会、民生委員、民生児童委員など）

児童相談所、児童養護施設など都道府県レベルの機関・施設

NPOなどが運営する相談支援機関

学校以外の教育機関（フリースクール、学習支援事業所など）

保育園、幼稚園など

その他

いずれの団体もつなぎ先にはなっていない

（％）



実施団体の半数以上はLINEを活用して利用家庭と接点を作っている。ただ、実施団体内でのコミュニケー

ションでもチャットツールを活用。一方で、情報管理システムについては9割が活用していない。

29

活用しているシステム

集計結果

本事業を実施するにあたり、どのような設備、ツールを活用していますか。当てはまるものをすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

67.2 

65.5 

48.3 

37.9 

12.1 

10.3 

12.1 

利用家庭と接点を作るためのLINE

広報、活動報告のための、twitter、facebookなどSNS

実施団体内でコミュニケーションをとるためのチャットツール

支援団体等とコミュニケーションをとるためのZoomなどリモート会議ツール

Google Workspaceなどの、クラウド型の書類作成アプリケーション

利用家庭の情報を管理するための情報管理システム（KINTONEなど）

いずれも利用していない

（％）



調査対象の実施団体で、こども宅食の事業に関わっている人の合計は合計で539人。

一方で一団体あたりで見ると、1０人以下の団体が8割近く、少人数で実施しているのが現状。

30

こども宅食事業に関わっている人数

集計結果

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

運営団体全体の人数のうち、
こども宅食事業の実施に関わっている人数

全国27地域で

539人 78%

21%

2%

一団体あたりの
こども宅食事業の実施に関わっている人数

10人未満

10人以上

50人未満

50人以上



調査対象の実施団体において、こども宅食の事業実施に必要な食品は年間で247トン。

事業費としては、9.3億円が必要となっている。

31

事業実施に必要な食品、事業費

集計結果

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

1年間で必要な食品の総量（概算、試算OK）

回答対象56団体で

247トン／年

年間事業費（概算、試算OK）

回答対象56団体で

9.3億円／年



32

資源の投入 (インプット) 活動 活動の結果 (アウトプット) 成果 (アウトカム)

ヒト

モノ

カネ

アウトリーチ 関係性構築 受援ハードルの低下

食品配送 配送世帯数・量 QOLの向上

ソーシャルワーク 相談支援 支援による変化

回答者：実施団体 回答者：利用家庭

どれくらいの資源を投入して
運営しているか？

事業としてどのような
活動をしたか？

活動によってどのような
結果を出しているか？

利用家庭にどのような
成果を出すことができたか？



食品を確保するために「購入」を実施しているのは75.9％。その他にも、地域のフードバンクや企業への営

業、メディアを活用した広報活動など、他の活動を組み合わせて食品を集めている。

33

食品を確保するための活動

集計結果

現在、食品を獲得するためにどのような活動をしていますか？あてはまるものをすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

75.9 

29.3 

20.7 

17.2 

46.6 

19.0 

41.4 

24.1 

25.9 

1.7 

購入

食品メーカーへの営業

スーパーマーケットへの営業

コンビニエンスストアやその他小売店への営業

地域のフードバンクへの営業

農協への営業

新聞、メディアでの活動広報及び寄附募集

県報、市報などでの活動広報及び寄附募集

その他

とくに活動はしていない

購入

営業

広報

（％）



生活用品、日用品も配送している。行政や民間の支援サービスの案内や、家庭への機会提供につながるコ

ンテンツも提供している団体が多い。

34

食品以外の配送物

集計結果

食品以外に配送しているものはありますか。あてはまるものをすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

87.9 

50.0 

48.3 

41.4 

37.9 

8.6 

6.9 

生活用品、日用品、乳幼児向けの物品

行政の支援サービスの案内（相談窓口の案内など）

民間の支援サービスの案内（学習支援、こども食堂など）

子供、親子が楽しめるイベントなどの招待案内、チラシ

配送食材をつかったレシピ

その他

いずれも配送していない

物品

案内

イベント
コンテンツ

（％）



保管の必要のない場合を合わせると、ほとんどの団体で賞味期限の管理や在庫チェックが実施されているこ

とがわかる。冷凍や冷蔵での保管に対応できる団体も40％程度存在している。

35

食品の保管状況

集計結果

食品の保管状況について当てはまるものをすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

82.8 

65.5 

39.7 

43.1 

賞味期限の管理をしている

定期的に在庫チェックをしている

温度管理をしている

出入庫などの記録を取っている（紙、デジタル）

63.8 

19.0 

39.7 

39.7 

15.5 

6.9 

自団体が保有する倉庫・保管スペースを使っている

他団体、関係機関に倉庫・保管スペースを借りている

冷蔵で食品を保管できる設備がある

冷凍で食品を保管できる設備がある

保管の必要がない（入手してすぐに宅配するなど）

その他

管理方法

保管
スペース

保管温度

（％）



多くの団体では、配送は実施団体の職員やボランティアが実施している。

配送業者に依頼しているのは、全体の1割程度。

36

配送担当者

集計結果

ご家庭への食品の配送は誰が担当していますか。当てはまるものをすべてお選びください

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

12.1 

79.3 

41.4 

12.1 

1.7 

1.7 

配送業者

実施団体の職員、スタッフ

ボランティア

行政の職員、スタッフ

食品の配送は実施していない

その他

（％）



行政や支援機関を通じて、利用家庭に直接的なアプローチができているのは全体の6割程度。

3割程度の団体がWebやチラシなどでも周知している。

37

事業の周知方法

集計結果

こども宅食事業の開始について、どのような方法で対象世帯への周知をしましたか。実施しているものをお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

63.8 

63.8 

39.7 

31.0 

24.1 

6.9 

10.3 

行政などと連携し、対象世帯・潜在的な対象世帯に直接申し込み案内を届けている

行政窓口や社協、地域団体、民生委員から気になる家庭に紹介してもらっている

専用のWebサイト、SNSを開設し、案内をしている

保育園・公民館・市役所など対象者が立ち寄りそうな場所にチラシを置くなどして周知している

地方紙（新聞）やラジオの取材に応じる、出演して知らせる

県民だより・市民だより、全住民向け冊子（暮らしの便利帳など）に掲載してもらっている

実施自体を非公開にしているので広く周知・公開していない

直接的

間接的

非公開

（％）



さまざまな課題や事情を抱える利用家庭に対して、申し込みや利用に対する心理的、物理的なハードルを下

げるために、必要とされる配慮や工夫をした上で実施団体が事業を実施している実態が明らかとなった。

38

周知、申込みに関する配慮

集計結果

利用家庭との関係性構築、つながりを作るために、どのような活動をしていますか。
現在の事業の状態として、あてはまるものをお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

62.1 

58.6 

55.2 

55.2 

51.7 

50.0 

50.0 

39.7 

36.2 

32.8 

19.0 

27.6 

20.7 

37.9 

41.4 

41.4 

27.6 

36.2 

13.8 

12.1 

利用していることを周囲に知られないような配慮をしている

利用家庭とコミュニケーションがとりやすいように、LINEやメールを活用している

LINEやメール、電話など窓口以外にも申し込めるようにしている

WebページやLINEを活用し、時間外でも利用家庭が申し込めるようにしている

「貧困」「要支援」といった表現を避ける等、利用家庭の感じ方・自尊心に配慮し、チラシや事業案内を作っている

堅苦しい文章・難解な単語を避ける、文章量を最小限にする等、断念する家庭が出ないよう配慮している

利用家庭のニーズを満たす／喜んでもらえるような食品、物品を届けている

キャラクターや親しみやすいデザインを活用し、申込みの敷居を下げる工夫をしている

自分が対象か迷わないように、明確に、わかりやすい利用条件を設定している

できている まあまあできている どちらともいえない あまりできていない できていない

（％）



ほとんど全ての団体が、配送時の手渡し以外にも電話やLINEを使い、対面と非対面の両方の接点を活用し

て、利用家庭とコミュニケーションをとっている。

39

利用家庭との接点

集計結果

こども宅食事業の中で、利用家庭とはどのような形でコミュニケーションをとっていますか。あてはまるものを教えて下さい。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

86.2 

48.3 

44.8 

74.1 

69.0 

44.8 

3.4 

3.4 

配送時の対面での手渡し

対面での相談（訪問、窓口含む）

自宅への訪問（配送以外）

電話

LINE

メール

その他

配送以外に特に機会を設けていない

対面

非対面

（％）



さまざまな課題や事情を抱える利用家庭に対して、コミュニケーションを通じて信頼関係を築いていくために、

必要とされる配慮や工夫をした上で実施団体が事業を実施している実態が明らかとなった。

40

関係性づくり、コミュニケーションに関する配慮

集計結果

利用家庭との関係性づくりに関する考え方や実施状況として、あてはまるものをお選びください

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

84.5 

84.5 

82.8 

82.8 

82.8 

81.0 

75.9 

74.1 

63.8 

55.2 

41.4 

29.3 

27.6 

利用家庭に接する・家庭訪問する際はできるだけ同じ人が実施している

悩みや気持ちの吐露があるとき、利用家庭にできることに着目し、肯定的な返答や声がけをしている

無遠慮に個別の事情にやたらに踏み込まない、詮索しないように配慮している

「 知り合いや苦手な支援者などに事情を知られたくない」といった利用家庭のニーズに配慮している

本人が自発的に相談しない困りごとや支援ニーズの把握のため、雑談・世間話など自然な形での会話をしている

個別支援については、利用家庭に利用の意思を確認してから実施している

支援としてできること、できないことを明確に伝えている（「何でもしてもらえる」と誤解させない）

利用家庭に対して、公平性・特別扱いしないように配慮している

対人関係が難しそうな場合は、利用家庭側から頼ってくる様子・きっかけが見えるまで焦らず待つようにしている

利用家庭に対して、2人組で訪問する・複数人で対応するなどチームで対応している

利用家庭の状況に合わせ、ソーシャルワーカー等の専門家を訪問員や窓口担当として選んでいる

やれている どちらともいえない やれていない

（％）



配送時のやりとりを活用して情報を入手しようとしている団体が多い。利用家庭との直接のやり取りではな

く、行政や支援機関からの情報提供を活用している団体が多いこともわかった。

41

利用家庭に関する情報収集

集計結果

事業を実施する中で、利用家庭の状況について、どのような種類の情報を入手するようにしていますか。あてはまるものをお選びください
（意図を持って収集している／手に入れたいと考えている情報をお選びください）

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

子どもの様子

食事の状況

家の様子・家事のレベル

子どもの挙動

同居家族（親など）の様子

性格が攻撃的・衝動的、対人関係のトラブル

親・親戚、友人などとのつながり

地域の民間団体とのつながり

行政とのつながり

13.8 

22.4 

13.8 

13.8 

17.2 

22.4 

19.0 

10.3 

10.3 

12.1 

12.1 

5.2 

5.2 

5.2 

6.9 

13.8 

20.7 

17.2 

34.5 

34.5 

27.6 

27.6 

25.9 

32.8 

34.5 

25.9 

29.3 

84.5 

72.4 

86.2 

87.9 

82.8 

70.7 

65.5 

72.4 

72.4 

17.2 

13.8 

17.2 

17.2 

13.8 

17.2 

12.1 

19.0 

17.2 

46.6 

39.7 

44.8 

44.8 

46.6 

50.0 

39.7 

46.6 

48.3 

配送時のやりとり
（対面）

行政や支援機関
からの情報提供

配送時のやりとり
（LINE、メールなど）

関係する民間団体へ
のヒアリング

アンケート
具体的な施策は
実施していない

（％）



42

資源の投入 (インプット) 活動 活動の結果 (アウトプット) 成果 (アウトカム)

ヒト

モノ

カネ

アウトリーチ 関係性構築 受援ハードルの低下

食品配送 配送世帯数・量 QOLの向上

ソーシャルワーク 相談支援 支援による変化

回答者：実施団体 回答者：利用家庭

どれくらいの資源を投入して
運営しているか？

事業としてどのような
活動をしたか？

活動によってどのような
結果を出しているか？

利用家庭にどのような
成果を出すことができたか？



実施団体58団体が、こども宅食事業を通じて、6,399世帯とつながることができている。

一団体あたりでみると、50世帯以下が約7割となっており、規模の小さい団体が多い。

43

配送世帯

集計結果

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

こども宅食事業の利用家庭数

回答対象58団体で

6,399世帯

一団体あたりの
こども宅食事業の利用家庭数

19%

48%
17%

16%

10世帯未満 10世帯以上50世帯未満

50世帯以上100世帯未満 100世帯以上

10世帯以上
50世帯未満

10世帯未満



利用家庭には1回の配送で平均7.4ｋｇの食品を配送している。

一団体あたりでみると、約半数が5kg以下、ほとんどの団体は10kg以下の食品を配送している。

44

食品配送量

集計結果

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

1家庭あたり、1回の配送量

回答対象58団体で

平均7,4kg

一団体あたりの1家庭あたり、1回の配送量

49%
37%

14%

5kg未満 5kig以上10kg未満 10kg以上

5kg以上

10kg未満

5kg未満



利用家庭のうち、要支援児童・要支援児童は624世帯だった。また、行政や支援機関が課題や状況を把握

できていなかった世帯は1,268世帯と、全体の2割を占める。

45

支援が届きにくい家庭

集計結果

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

行政や支援機関が課題や状況を

把握できていなかった世帯、

既存の行政の支援が届いていなかった世帯

1,268世帯

要対協の対象となる

要支援児童、要支援児童

624世帯

こども宅食利用家庭の9.7% こども宅食利用家庭の19.8%



ほとんどの地域に、孤立している、行政や支援に対する抵抗感がある、申請手続きの難易度が高いなど、多

様な事情を抱える、支援につながりにくい家庭がいること明らかとなった。

46

課題を抱えている家庭

集計結果

特に以下のような課題を抱える家庭が利用家庭の中にいますか。いる場合は、あてはまるものすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

75.9 

67.2 

65.5 

43.1 

55.2 

29.3 

51.7 

37.9 

39.7 

37.9 

10.3 

近隣の人や親・親戚の手助けが殆どない

親・親戚、友人などとのつながりが薄い、不足している

地域の民間団体とのつながりが無い・ほとんど無い

行政とのつながりが無い・殆ど無い

書類提出や手続が苦手、後回しにちがち

日本語や漢字読み書きが不自由・やや不自由（外国人含む）

行政や専門機関に不信感、警戒心を持っている

家族などが相談や支援に反対したり消極的になっている

近隣住民や園・学校などとトラブルが多い

元来性格が攻撃的・衝動的、対人関係のトラブルがある

上述のような家庭がいるかどうか把握していない、わからない

地域での孤立

書類作成が困難

行政に拒否感
支援に消極的

トラブルが多い

（％）



利用家庭の7割弱とLINE等で直接つながることができている。また、支援や相談に関する連絡をもらった世

帯は6割、実際に支援につないだ家庭は1割程度となっている。

47

支援へのつなぎ

集計結果

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

LINEなどのメッセージアプリで

直接つながっている世帯 4,455世帯

（％はこども宅食利用世帯に占める割合）

支援の要請や相談に関する

連絡をくれた世帯

適切な専門的支援、支援先に

つないだ世帯

69%

3,903世帯

834世帯

61%

13%



配送に関する連絡が最も多い。ついで、雑談・世間話、ご家庭からの相談となっている。

支援サービスに関する問い合わせはそこまで多くないのが現状。

48

利用家庭とのコミュニケーションの内容

集計結果

利用家庭とのやりとり、コミュニケーションの内容について教えて下さい。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

27.6 

24.1 

13.8 

10.3 

1.7 

69.0 

69.0 

75.9 

72.4 

75.9 

配送に関する連絡

雑談、世間話

ご家庭からの相談

実施団体からの情報提供

支援サービスに関する問い合わせ

多い ある ない

（％）



教育や進学に関する相談や生活用品など必要なものに関する相談が多い。直接的な悩みごとだけではなく、

行政の支援に関する手続きについての問い合わせも多い。

49

相談、問い合わせの内容

集計結果

これまでに、利用家庭からの相談や問い合わせはありましたか。あった場合は、その内容についてあてはまるものをお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

74.1 

72.4 

58.6 

56.9 

55.2 

51.7 

51.7 

50.0 

43.1 

39.7 

13.8 

5.2 

10.3 

子どもの教育、学校生活・進学

生活用品、必要なもの（制服や文具など）の相談

行政の支援に関する手続きについて

出産・育児

就職や転職（就労相談）

子どもの障害・発達

家族の病気・障害、依存症

家計・借金・住宅

家事の悩み

夫婦仲・離婚問題・DV

祖父母の介護

その他

問い合わせ、相談は受けたことがない

（％）



相談や問い合わせ後の対応としては、情報提供、適切な支援団体または自団体の窓口につなぐ、といったア

クションを実施している。定期的なモニタリングや面談も実施している団体もいる。

50

相談、問い合わせ対応

集計結果

利用家庭から何らかの問い合わせ、相談があったと回答した方々に伺います。
問い合わせ、相談があった後に支援として実施しているものについて、あてはまるものをお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5２）

84.6 

75.0 

71.2 

59.6 

57.7 

23.1 

子育て支援サービスなど役立ちそうな情報の提供

適切な支援団体へのつなぎ

自団体の相談支援の受付に関する周知、案内

支援提供後の定期的なモニタリング

課題や主訴を把握するための面談（インテーク）

ソーシャルワークを行う上での支援計画の立案

対応した実績がある 対応予定だが、実績はない 対応予定なし

（％）



51



事業を安定的に実施するための財源がない、金額が足りないといった財源に課題を感じている団体が多い。

事業実施に関する自治体との調整、関係機関との連携強化についても課題として挙げる団体が多い。

52

事業推進上の課題

集計結果

こども宅食事業を推進する中で、どのような点に課題を感じていますか。あてはまるものをお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

50.0 

37.9 

27.6 

24.1 

22.4 

22.4 

19.0 

15.5 

15.5 

12.1 

10.3 

20.7 

19.0 

27.6 

39.7 

44.8 

34.5 

32.8 

15.5 

31.0 

22.4 

13.8 

事業を安定的に実施するための財源がない

自治体が国の新しい事業や予算の導入について前向きでない、調整に時間がかかる

財源はあるが金額が足りない

行政や関係機関との信頼関係の構築や連携の強化

利用世帯を拡大するための人的リソースが足りない

利用家庭の課題や生活実態についての情報を地域の関係者で共有するための仕組みがない

個人情報保護条例が壁となり、支援者間連携が進まない

対象世帯の設定に自治体の了承や調整がいるため、柔軟な対応がしづらい

夜間や土日など行政の時間外にケースの相談がしづらい

利用家庭に対する対応を迷ったときにどこに（誰に）相談すればいいか迷う

利用家庭の情報の記録や管理の方法が分からない

非常に重要な課題である 課題である どちらともいえない 課題ではない 全く課題ではない

（％）



見守り強化事業を活用しているのは全体の半数程度。その他の補助金を活用している団体を合わせても6

割程度にしかならず、寄付金など自主財源で事業を実施している団体が多いことがわかった。

53

事業の財源

集計結果

こども宅食の事業費の財源について、あてはまるものをすべてお選びください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

72.4 

46.6 

44.8 

37.9 

15.5 

12.1 

寄付金

支援対象児童等見守り強化事業の補助金

助成金（民間、休眠預金など）

自己財源（他事業の収益など）

その他の公的な補助金

その他

（％）



要対協と連携できている、関係がある団体は3割程度。半数近くは要対協以外の会議体で情報交換をして

いる。一方で、地域での会議体に参加したことのない団体が3割を超えている。

54

要対協との連携体制

集計結果

要保護児童対策地域協議会との連携についてあてはまるものを教えてください。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=58）

31.0 

22.4 

22.4 

48.3 

36.2 

ケース会議に参加している／したことがある

実務者会議に参加している／したことがある

代表者会議に参加している／したことがある

要対協ではないが、定期的に情報交換できる会議・枠組に参加している

いずれも参加したことはない

要対協との
連携

地域の会議体に
参加していない

（％）



今度必要な活動としては、国や厚労省に対する制度改善、食品の安定確保、周辺地域や全国他地域の団

体との連携に関する要望が多い。

55

事業推進上の課題

集計結果

今後、どのような活動があると事業が進めやすいか、こども宅食応援団へのご要望、ご期待について教えて下さい。

こども宅食の実施実態に関する調査報告書（n=5８）

48.3 

37.9 

29.3 

27.6 

25.9 

24.1 

24.1 

24.1 

22.4 

22.4 

22.4 

20.7 

20.7 

19.0 

39.7 

50.0 

50.0 

62.1 

53.4 

53.4 

51.7 

50.0 

48.3 

46.6 

44.8 

56.9 

46.6 

39.7 

国や厚労省への制度改善に向けた提案

食料を安定的に確保するための仕組み、衛生管理や物流に関する情報提供

近隣市町村・都道府県など周辺地域と連携するためのコミュニティづくり

全国各地の事業実施事例に関する情報提供

全国各地の実施団体と意見交換・連携していくためのネットワーク

個人情報の取り扱いに関する研修や先進事例に関する情報提供

利用家庭の実態を把握するための調査

利用家庭と関係性を築くためのノウハウ提供

事業で行き詰まったときの相談、事業改善のためのコンサルテーション

事業実施のためのノウハウ提供

ボランティアさんのモチベーション維持に関するノウハウ提供や訪問員研修

家庭の困難度、調理スキルの有無に応じた食支援の工夫、実施事例に関する情報提供

事業の成果評価（調査レポートの作成含む）

利用家庭への事業周知を広めるノウハウ提供（Webサイト開設、チラシデザインなど）

非常に必要である 必要ある どちらともいえない 必要ない 全く必要ない

（％）




